
⼤�⼩�� PTA��
 さいたま�立⼤�⼩��ＰＴＡ�則

�１� ���び事��

 �１� ��は、さいたま�立⼤�⼩��PTAと�し、事��をさいたま�立⼤�⼩��内におく。

 

�２� ⽬ 的

 �２� ��は、児�の��な成�のために、保�者と��員が⼀体となって児���の���  

     �、�員相�の��と��を�ることを⽬的とする。

 

�３� 活 動

 �３� ��は、�２�の⽬的を�成するために�の活動を⾏う。

１ よい保�者、よい��員となるために�員相�の��と��を�る。

２ ��と��とが��に��をとり、児�の⽣活を指�する。

３ 児�の⽣活��をよくする。

４ 児�の����のために�める。

５ ��を��するための研�・��・�査に協⼒する。

６ 各�年・各��の�活動に協⼒する。

７ その他、��の⽬的を�成するために必�な事項。

 

�４� � �

 �４� ��の�員は、��に在籍する児�の保�者と����員とする。

 �５� �３�の活動を⾏うために�の専⾨�を�く。

１ ��� �年・��活動、��の��その他各�に属さない事項に�すること。

２ ����指�� �員相�の��、並びに児��び�員の�利�⽣、児�の��指��び
����に�すること。



３ ��� ���の発⾏その他��活動に�すること。

 �６� ��に�の�員をおく。

１ � � １�

２ 副�� ５�（内１�は�頭）

３ � 事 若⼲�

４ � 事 若⼲�

   ５ 専⾨�（���、����指��、���）�員    各�において、各年度、必�な��

６ ���員 若⼲�（各�年１��度） 

 �７� ���は、��の�問としてすべての�に��して�⾒を�べることができる。

�５� �員の��

 �８� ��、副��、�事、�事は、���員�の��により���員�を�て��で��して 

     ��する。

   �９� ���員�は、��の��により��される���員により構成し、�員�は��とす   

               る。 

  �10� ���員�は、�８�の�員を��し、��の�諾を得て��へ��する。

  �11� 専⾨��員は、��の��により��され、各専⾨�において、��１��び副��１�を

              �員より��する。

  �12� ��員は、専⾨�員とする。 

  �13� ��、副��、各専⾨��、�事、�事、���員は、兼任することができない。 

�６� �員の任期

  �14�    

          １ �員の任期（��、副��、�事、�事を�く）は1年とし、在籍児�１�当たり１回    

               までを�則とする。

  ２ ��の任期は２年とし、再任は�げない。但し、再任�の任期は１年とし、その�の   

      再任も�げないが、�算任期は�則として５年を超えないものとする。



  ３ 副��（�頭を�く）、�事、�事の任期は２年とし、�年、それぞれ半�を��する。

 

�７� �員の任�

 �15� �員の任�は�のとおりとする。

    １ ��は、この�を代�し��を�理する。

  ２ 副��は、��を��し、��に事故あるときはこれを代理する。

  ３ �事は、��・書�に従事する。

  ４ �事は、��の�査に当たる。

  ５ 専⾨�員は、各専⾨�の�活動に当たる。

    ６ 専⾨��は、各専⾨�を代�して�活動の��に当たる。

  ７ 専⾨�副��は、専⾨��の活動を��する。

 

�８� � �

 �16� ��に�の��をおく。

  １ � �      ２ 専⾨��      ３ ���員� 

 �17� 

１ ��は�年１回開き、�員�び予算決�の��並びに活動��の�告をする。必�に�じ

  て臨時に開くことができる。

     ２ ��は、書⾯、電�的��その他�切な��により�決事項の�決をする形で⾏うことが

                 できる。

      ３ �員は、��において、各１個の�決�を有する。

      ４ ��の�事は、�決�⾏使�の�半�をもって決する。

 �18� 専⾨��は�時開�して、活動���び�⾏について協�する。

 �19� ���員�は、��・副��・�事・各専⾨��・各専⾨副��で構成し、��が�時招

     �して��の活動について����する。

   尚、��⽌むを得ない事項については、���員�で���⾏する。

 



�９� ��

 �20� ��の��は、���びその他の��を当てる。 

 �21�   

            １ ��は年５，０００円とする。

            ２ ��は、�期ごとに�下のとおり徴�し、徴��の�期�中での��等、��による

    �金は⾏わない。

 １�期 ２，０００円        ２�期 ２，０００円        ３�期 １，０００円

 �22� 

１ 予算の�内流⽤は、���員�で決まる。��の��年度は、�年４⽉１⽇に�まり、�

  年３⽉３１⽇に�わる。

２ ��は、��年度開�⽇から当年度の予算が��において��されるまでの間、��予算

  を策�し、�⾏することができる。ただし、その�⾏は、必��⼩�にとどめるよう�め

     なければならない。

３ ��は、�員から�めがあったときは、��において、��予算の�⾏状況について�告

    する。

４ ��において予算が��されたときは、��予算はこれに��されて失�し、��予算に

     基づく��は、��において��された予算に基づいて�⾏されたものとみなす。

 

�10� 個�情�の�り�い

 �23� ��の活動を��するために必�とされる�員の個�情�の�得や利⽤、�理について

                 は、「個�情����則」に�め、�正に�⽤するものとする。

 

 �11� �則

 �24� ��の��に�して必�な�則につき、��則に�しない�りにおいて、���員�の�

     決を�て、制���することができる。

 

付則 ��則は、令和６年５⽉１４⽇⼀��正し、�⽇��する。



さいたま�立⼤�⼩��ＰＴＡ����

�１� �員の���び��は、�の�により�す。

種 別 � 当 者 金 � � �

� � � � 員 5,000円  

� � � � 員 5,000円  

 �員・児� 5,000円  

� � ��員の�� 5,000円  

 ��員の�� 5,000円  

�気⾒� 児�・��員 3,000円 ��10⽇�上��

��１ヶ⽉�上療�

�２� その他、不慮の災�、�別な事情の場�は��・副��協�の上�⾏し、���員�に�告
する。

 

付 則

 １ この��の��は、��の決�を�なければならない。

 ２ この��は、平成４年４⽉27⽇より��する。

 ３ この��は、平成８年２⽉21⽇⼀��正し�⽇��する。

 ４ ⼤��、浦和�、�野�の三��併に�い、��をさいたま�立⼤�⼩��と��し、

   平成13年５⽉１⽇�⽇��する。

 ５ この��は、平成14年３⽉７⽇⼀��正し�⽇��する。

 ６ この��は、令和７年５⽉１４⽇⼀��正し�⽇��する。 

 



さいたま�立⼤�⼩��ＰＴＡ����

�１� ��による��は、�の�により��を��する。

� � � � �

� � �  � �

� �  � �

� 泊 �  5,000円

付 則

 １ この��の��は、��の決�を�なければならない。

 ２ この��は平成４年４⽉27⽇より��する。

 ３ ⼤��、浦和�、�野�の三��併に�い、��をさいたま�立⼤�⼩��と��し、

     平成13年５⽉１⽇�⽇��する。

 ４ この��は平成28年２⽉１⽇⼀��正し�⽇��する。

 ５ この��は令和７年５⽉１４⽇⼀��正し�⽇��する。

さいたま�立⼤�⼩��ＰＴＡ同����

 �１� ��と��

�1� ��は、⼤�⼩��ＰＴＡ同��と�し、��ＰＴＡ�員をもって��し、事��は⼤�⼩�
�内に�く。但し、元�員も��することが�来る。

 

 �２� ⽬ 的

�２� ��は、�員相�の��と技�の向上を�ることを⽬的とする。

 



 �３� � 員

�３� ��に�の�員をおく。

 １ � � １ �   ＰＴＡ����が兼任する。

 ２ 副�� 若⼲�   同��各��が兼任する。

 ３ 各��に � � １�、副�� １�、� � １�、� 事 ２� 

�４� ��に、�問をおくことができる。

 

 �４� �員の任期

�５� �員の任期は１年とし、再任を�げない。

 

 �５� � �

�6� ��の��はＰＴＡ�助金をもとに⾃主��とする。

 ��の��年度は�年４⽉１⽇に�まり�年３⽉31⽇に�わる。

 

付 則

 １ 同��の「�」の���び��はＰＴＡ���員�で��し、ＰＴＡ��が決�する。

 ２ 同��の��の��については、同���員��びＰＴＡ���員�で��し、ＰＴＡ��が決

   �する。

 ３ 各�に必�な�則は、各�ごとに�める。

 ４ 同����の任�は、各同��の活動�告を受け（上期・下期の２回）���員�に�告する。

 ５ この��は平成４年４⽉27⽇より��する。

 ６ この��は平成５年４⽉27⽇⼀��正し�⽇��する。

 ７ この��は平成13年４⽉27⽇⼀��正し�⽇��する。

 ８ ⼤��、浦和�、�野�の三��併に�い、��をさいたま�立⼤�⼩��と��し、

     平成13年５⽉１⽇�⽇��する。


